
議案第 60 号 
三朝町立社会体育施設の設置及び管理に関する条例等の一部改正について 

 次のとおり三朝町立社会体育施設の設置及び管理に関する条例等の一部を改正すること

について、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 96 条第 1 項の規定により、本議会の議

決を求める。 
  平成 18 年 6 月 9 日 
       三 朝 町 長  吉 田 秀 光 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
三朝町条例第 27 号 

三朝町立社会体育施設の設置及び管理に関する条例等の一部を改正する条例 
 
（三朝町立社会体育施設の設置及び管理に関する条例の一部改正） 
第１条 三朝町立社会体育施設の設置及び管理に関する条例（昭和 44 年三朝町条例第 1

号）の一部を次のように改正する。 
  次の表の改正前の欄中項の表示に下線が引かれた項を削る。 

改正後 改正前 

  

(管理) (管理) 

第 3 条 体育施設は、常に良好な状態にお

いて三朝町教育委員会 (以下「教育委員

会」という。)が管理し、その設置の目的

に応じて最も効率的に運用しなければ

ならない。  

第 3 条 体育施設は、常に良好な状態にお

いて三朝町教育委員会 (以下「教育委員

会」という。)が管理し、その設置の目的

に応じて最も効率的に運用しなければ

ならない。  

 2 教育委員会は、体育施設の管理につい

て、その一部又は全部を個人及び団体に

委託することができる。この場合におい

て、委託を受けた者は、教育委員会と常

時緊密な連絡をとり、善良なる管理に努

めなければならない。  

  



 

（三徳山ふるさと自然のみちウォーキングセンターの設置及び管理に関する条例の一部改

正） 

第２条 三徳山ふるさと自然のみちウォーキングセンターの設置及び管理に関する条例

（平成 10 年三朝町条例第 42 号）の一部を次のように改正する。 
  次の表の改正前の欄中条の表示に下線が引かれた条を削り、同表の改正後の欄中条の

表示に下線が引かれた条を加える。 

改正後 改正前 

  

第 8 条 略  第 8 条 略  

 (管理の委託) 

 第 9 条 町長は、ウォーキングセンターの

保全及び管理に関する事務について、そ

の一部又は全部を個人又は団体に委託

することができる。 

第 9 条 削除  

第 10 条 略  第 10 条 略  

  

 

（三朝町総合文化ホール・交流促進センターの設置及び管理に関する条例の一部改正） 
第３条 三朝町総合文化ホール・交流促進センターの設置及び管理に関する条例（平成 7

年三朝町条例第 15 号）の一部を次のように改正する。 
  次の表の改正前の欄中条の表示に下線が引かれた条（以下この条において「移動条」

という。）に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた条（以下この条において「移

動後条」という。）が存在する場合には、当該移動条を当該移動後条とし、移動条に対

応する移動後条が存在しない場合には、当該移動条を削る。 

改正後 改正前 

  

第 5 条 略  第 5 条 略  

 (管理の委託) 

 第 6 条 町長は、総合文化ホールの施設設

備の保全及び利用の許可に関する事務

を共的団体に委託することができる。 

第 6 条 略  第 7 条 略  

  

 



（三朝町地域民芸品等保存伝習施設の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第４条 三朝町地域民芸品等保存伝習施設の設置及び管理に関する条例（昭和 59 年三朝

町条例第 6 号）の一部を次のように改正する。 
  次の表の改正前の欄中条及び項の表示に下線が引かれた条及び項を削り、同表の改正

後の欄中条の表示に下線が引かれた条を加える。 

改正後 改正前 

  

第 5 条 略  第 5 条 略  

 (管理の委託) 

 第 6 条 町長は、保存伝習施設の管理につ

いて、その一部又は全部を団体に委託す

ることができる。 

 2 保存伝習施設の管理を委託された団体

は、条例及び規則の定めるところによ

り、誠実に管理しなければならない。 

 3 町長は、保存伝習施設の管理を委託し

た団体が前項の規定に違反し、当該団体

に管理を委託することが適当でないと

認めるときは、管理の委託を解除するこ

とができる。 

第 6 条 削除  

第 7 条 略  第 7 条 略  

  

 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 


